
  別紙－１  

 
点群処理ソフトウェアの機能と要件 

番号 機 能 要件 

１ 計測点群デー

タの不要点削

除機能 

１）空中写真測量では、空中写真の撮影範囲を全体的に計測するため、またＴＬＳの計

測は取得範囲をランダムに計測するため、被計測対象物以外の構造物のデータを含ん

でいるため、計測結果から不要な計測データを削除することができる。 

（削除の方法は、点群処理ソフトウェアを用い、計測点群データの３次元的な鳥瞰図

を見ながら、対象範囲外のデータかどうかを目視確認し、選択、削除する方法が一般

的である。） 

２ 点群密度の変

更（データの間

引き）機能 

１）空中写真測量等では、多くの３次元座標点群を算出することが可能であり、すべての

計測点群データを利用してもよいが、全てのデータを用いることでコンピュータの処理

を著しく低下させてしまう場合は、類似の座標データから代表点を抽出して点群密度を

減らす作業ができる。 

２）計測データについては各編に規定する所定の点密度が確保できる程度まで点群密度

を減らしてよい。 

３）密度の変更方法は、用途によって様々な手法が開発され、平面範囲（例えば土工出

来形評価の計測密度である１㎡以内）で鉛直方向の最下点や中央値を抽出することは

よいが、平均処理を行うなど、座標値を変更するような処理を採ってはならない（出

来形評価用データでは、以下のグリッドデータ化機能による場合は除く）。 

 

３ グリッドデー

タ化機能 

１）出来形評価用データとしては、点群密度の変更による方法の他に、内挿により格子

状に加工することにより、各編に規定する所定の点密度に調整したデータとすること

ができる。この場合以下のいずれかの方式によることができる。 

 ａ．出来形評価で用いるグリッドサイズ（例えば土工の場合１㎡（１ｍ×１ｍ））以

内のグリッドを設定し、グリッドの中央あるいは格子点に評価点（ｘ、ｙ）を設置

する。評価点の標高値は、評価点を中心とする出来形評価で用いるグリッドサイズ

以内の実測測点と設計面との差の最頻値または差の平均値を設計値に加算した値を

用いる。あるいは、以下を用いることもできる。 

ｂ．再近隣法 

グリッド点から最も近い点の標高値を採用 

ｃ．平均法 

内挿するグリッドからある検索範囲内にある計測点群データの標高の平均値を標

高値として採用。このとき検索範囲はグリッド格子間隔の２倍程度を限度とする。 

ｄ．ＴＩＮ法 

計測点群データから発生させたＴＩＮを用いて、平面座標として内挿するグリッ

ドが含まれる三角形上の標高値を採用 

ｅ．逆距離加重法 

計測点群データ各点から一定距離内の各点群に対し、グリッドまでの距離に応じ

た重みを付けて内挿する方法。一定距離については、はグリッド格子間隔の２倍程



番号 機 能 要件 
度を限度とする。 

４ 計測点群デー

タの合成機能 

１）現場での計測結果が複数ある場合にひとつの計測点群データとして取りまとめるこ

とができる。複数スキャンのまとめ方については、大きく２つの方法がある。 

ａ．各スキャンで個別の３次元座標に変換した結果をひとつの点群に合成 

各スキャンで標定点や基準点等を利用して３次元座標へ変換しておき、単純に計

測点座標群を合成する。 

ｂ．複数スキャン内の特徴点を用いて合成を行ったのちに３次元座標に変換 

複数のスキャンで共通に取得されている特徴点や標定点を基準に点群を合成する

手法である。各スキャンから同じ特徴点を抽出してマッチングさせる。この手法で

は、特徴点の抽出時のずれや計測誤差により、合成時のゆがみなどが生じる場合な

どもあることから実施時には注意が必要である。 

 

５ 面データ（出来

形計測データ、

起工測量計測

データ、岩線計

測データ）の作

成機能 

１）計測点群データの不要点削除が終了した点群を対象にＴＩＮ（不等三角網）を配置

し、地形や岩区分境界あるいは出来形の面データを作成することができる。 

自動でＴＩＮを配置した場合に、現場の出来形形状と異なる場合は、ＴＩＮの結合

方法を手動で変更してもよい。 

 

 

なお、上記要件を満たすものであれば、各機能に応じてソフトウェアを使い分けて点群処理を行ってもよ

い。 
 



  別紙－２  

 
３次元設計データ作成ソフトウェアの機能と要件 

番号 機 能 要件 

１ ３次元設計デ

ータ等の要素

読込（入力）機

能 

１）座標系の選択機能 

  ３次元設計データの座標系を選択することができる。 

２）平面線形の読込（入力）機能 

  設計図面に示される法線の平面線形を読込（入力）できる。なお、線形の幾何要素

は、直線区間（開始点、終了点）と曲線区間（開始点、ＩＰ点、終了点）等で定義さ

れる。 

３）縦断線形の読込（入力）機能 

  設計図面に示される法線の縦断線形を読込（入力）できる。なお、線形の幾何要素

は、縦断勾配変化点の累加距離、標高、縦断曲線長（または縦断曲線半径）で定義さ

れる。 

４）横断形状の読込（入力）機能 

設計図面に示される横断形状を読込（入力）できる。なお、横断形状の幾何要素は、

中心線形（平面線形）を基準に、センターからの離れ距離（起点からの終点に向け右

側を＋、左側を－）と勾配（あるいは比高）などで定義される。 

５）現況地形データの読込（入力）機能（面管理の場合） 

  起工測量で得られた計測点群データあるいは面データを読込（入力）できる。 

６）出来形目標箇所の３次元座標の読込（入力）機能（断面管理の場合） 

設計図面に示される出来形管理箇所の３次元座標値を読込（入力）できる。 

７）ＴＩＮの変化点の読込（入力）機能（面管理の場合） 

ＴＩＮを構成する変化点（線分や座標）を読込（入力）できる。 

２ ３次元設計デ

ータ等の確認

機能 

１）（断面管理の場合）上記１で読み込んだ（入力した）中心線形データ（平面線形デー

タ、縦断線形データ）、横断形状データ、３次元座標データを確認できる。 

２）（面管理の場合）上記１で読み込んだ（入力した）中心線形データ（平面線形データ、

縦断線形データ）横断形状データと出力する３次元設計データを重畳し、同一性を確

認するため入力値比較や３次元表示が確認できる。 

３ 設計面データ

の作成機能（面

管理の場合） 

１）上記１で読み込んだ（入力した）３次元設計データの幾何要素から設計の面データ

を作成することができる。なお、本ガイドラインでいう面データは、ＴＩＮ（不等辺

三角網）データとする。 

４ ３次元設計デ

ータの作成機

能（面管理の場

合） 

１）上記３で読み込んだ設計面データと起工測量データに基づく、３次元設計データを

作成することができる。 

５ 座標系の変換

機能（面管理の

場合） 

１）３次元設計データを、上記１で選択した座標系に変換することができる。 

 

６ ３次元設計デ

ータの出力機

能 

１）（断面管理の場合）上記１で作成した３次元設計データを出来形計測で利用するＴＳ

等やＧＮＳＳローバーに利用できる形式で出力できる。 



番号 機 能 要件 
また、入力結果から目的構造物の形状を面的データに変換し、ＩＣＴ建設機械などでも

利用されるLandXML 形式のＴＩＮデータ等を出力できる機能を有することが望ま

しい。 

２）（面管理の場合）上記３～５で作成・変換した３次元設計データを LandXML 形式

や使用するソフトウェア等のオリジナルデータで出力することができる。 

 



  別紙－３  

 
出来形帳票作成ソフトウェアの機能と要件（面管理の場合） 

 
（１）土工、ほ場整備工事、暗渠排水工事 
番号 機 能 要件 

１ 出来形の良否

評価機能 

１）取得した出来形評価用データと３次元設計データの面データとの離れを算出し、出

来形の良否の評価ができる。 

２ 出来形管理基

準上の管理項

目の計算結果

の出力機能 

 

 

１）３次元設計データから管理を行うべき範囲（平場、天端、法面（小段含む）の部位

別）を抽出し、部位別に３次元設計データと出来形評価用データの各ポイントとの離

れ（標高較差あるいは水平較差）を計算し、平均値、最大値、最小値、データ数、評価

面積及び棄却点数を出力することができる。 
２）標高較差は、各ポイントの標高値と、平面座標と同じ設計面上の設計標高値との差

分として算出し、水平較差は、当該ポイントを含み、かつ「法面や構造物の位置をコ

ントロールする線形」に直交する平面上で設計面の横断を見たとき、当該ポイントと

同一標高値の横断上の点との距離として算出することができる。 

ここで「法面や構造物の位置をコントロールする線形」とは、道路中心、幅員中心、

並びに法肩や法尻及び道路端部を結ぶ線形のことをいう。 

３）出来形管理図表（様式－10）を満足する項目を表形式で印刷、または３次元モデル

の属性情報として表示することができる。 

３ 出来形分布図

の出力機能 

１）設計形状の比較による出来形の良否判定が可能な出来形分布図を出力できる。 

２)３次元設計データから管理を行うべき範囲（平場、天端、法面（小段含む）の部位

別）を抽出し、部位別に３次元設計データと出来形評価用データの離れの計算結果を

出来形評価用データのポイント毎に分布図として表示することができる。 

３）分布図が具備すべき情報としては、以下のとおりとする。 

・評価範囲全体が含まれる平面図（部位別に別葉とする。） 

・離れの計算結果の規格値に対する割合示すヒートマップとして－100％～＋100％の

範囲で出来形評価用データのポイント毎に結果示す色をプロットするとともに，色

の凡例を明示する。 

・±50％の前後、±80％の前後が区別できるように別の色で明示する。 

・規格値の範囲外については、－100％～＋100％の範囲とは別の色で明示する。 

・規格値の50％以内に収まっている計測点の個数、規格値の80％以内に収まっている

計測点の個数について図中の任意の箇所に明示できることが望ましい。 

・規格値が正負いずれかしか設定されていない工種についても、正負を逆転した側に

規格値が存在するものとして表示することが望ましい。 

 
  



 
（２）舗装工事 
番号 機 能 要件 

１ 出来形の良否

評価機能 

１）取得した出来形評価用データと３次元設計データの面データとの離れを算出し、出

来形の良否の評価ができる。 

２ 出来形管理基

準上の管理項

目の計算結果

の出力機能 

 

 

１）３次元設計データから管理を行うべき各層の範囲を抽出して、各層毎に厚さあるい

は標高較差（標高較差は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さか

ら求まる高さとの差）を計算し、平均値、最大値、最小値、データ数、評価面積及び棄

却点数を出力することができる。 

２）標高較差は、平面座標が同じ位置の目標高さの差分として算出することができる。 

３）出来形管理図表（様式－10）を満足する項目を表形式で印刷、または３次元モデル

の属性情報として表示することができる。 

３ 出来形分布図

の出力機能 

１）設計形状の比較による出来形の良否判定が可能な出来形分布図を出力できる。 

２）３次元設計データから管理を行うべき各層の範囲を抽出して、各層毎に３次元設計

データと出来形評価用データの離れの計算結果を出来形評価用データのポイント毎に

分布図として表示することができる。 

３）分布図が具備すべき情報としては、以下のとおりとする。 

・評価範囲全体が含まれる平面図（舗装の各層毎に別葉とする。）  

・離れの計算結果の規格値に対する割合示すヒートマップとして－100％～＋100％の

範囲で 出来形評価用データのポイント毎に結果示す色をプロットするとともに、色

の判例を明示 する。 

・±50％の前後、±80％の前後が区別できるように別の色で明示する。 

・規格値の範囲外については、－100％～＋100％の範囲とは別の色で明示する。 

・規格値の50％以内に収まっている計測点の個数、規格値の80％以内に収まっている計

測点の個数について図中の任意の箇所に明示できることが望ましい。 

・規格値が正負いずれかしか設定されていない工種についても、正負を逆転した側に規

格値が存在するものとして表示することが望ましい。 

・対象現場の延長が数km ある等、出来形の分布が分かりづらくなる場合は、分布図を

分割し拡大して表示すること。 

 
 



  

別紙－４ 

 
出来形管理用ＴＳ等光波方式技術に用いる施工管理データの機器間データ交換の機能と要件 

 
以下に記載の事項を除き、「ＴＳによる出来形管理に用いる施工管理データ交換標準(案)」（国土交通

省 国土技術政策総合研究所 高度情報化研究センター 情報基盤研究室）を参照する。 
 
施工管理データの機器間データ交換と「出来形管理基準及び規格値」の工種分類 

施工管理データの機器間データ交換を行う工種分類は、「土木工事施工管理基準」別表第１ 直接測

定による出来形管理で定める工種のうち、下表に示すものである。 
 

土木施工管理基準及び規格値の分類 対応するデータ交換 

工種 
構造物種別 
（type） 

構成の種別 
（xSectType） 

共通工事 掘削 共通工事 掘削 
盛土 盛土 
栗石基礎 栗石基礎 
砕石基礎 砕石基礎 
砂基礎 砂基礎 
均しコンクリート 均しコンクリート 

管水路工事 管体基礎工（砂基礎等） 管水路工事 管体基礎工（砂基礎等） 
ほ場整備工事 基盤造成 ほ場整備工事 基盤造成 

表土整地 表土整地 
畦畔復旧 畦畔復旧 
道路工（砂利道） 道路工（砂利道） 

舗装工事・道路

改良工事 
下層路盤工 舗装工事・道路

改良工事 
下層路盤工 

上層路盤工 上層路盤工 
コンクリート舗装工 コンクリート舗装工 
アスファルト舗装工 アスファルト舗装工 
砂利舗装工 砂利舗装工 

 
ヘッダー 

利用スキーマのバージョンは、スキーマの取得アドレスとともにヘッダーにて管理を行う。 

<tsf:TSFormControlData 

xmlns:tsf=" http://www. maff.go.jp/j/nousin/sekkei/index.html/ TSForm_Control_MAFF-1.0"  

xmlns:rgm=" http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/index.html/MAFF_RoadGM-1.1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www. maff.go.jp/j/nousin/sekkei/index.html/TSForm_Control_MAFF-1.0 

TSForm_Control_MAFF-1.0.xsd"> 

 

http://www.nilim.go.jp/ts/main/RoadGM-1.1
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance


  別紙－５  

 
基本設計データ作成ソフトウェアの機能と要件 

番号 機 能 要  件 

１ 基本情報作成

機能 

１）契約図書を用いて、工事名や構築物情報等の工事情報を設定できる。 

２）ＴＳを用いた出来形管理で利用する座標系セットを入力できる。 

３）ＴＳを用いた出来形管理で利用する基準点座標や水準点座標を入力できる。入力結

果については平面的に位置を確認できる。 

４）ファイル管理の情報を入力できる。 

２ 中心線定義読

込み・作成機能 

１）平面線形データが入力できる。ただし、複数の線形を入力することができること。 

２）縦断線形データが入力できる。ただし、１）で定義した平面線形毎に縦断線形を設

定することができること。 

３）作成した中心線形について、平面図及び縦断図として形状を確認することができ、

１）、２）で入力した平面線形及び縦断線形の要素の入力値が確認できる。 

３ 管理断面設定

機能 

１）読込みあるいは作成した中心線形定義に対し、出来形管理を行う管理断面を設定で

きる。 

４ 横断形状定義

作成機能 

１）横断形状を設定する測点で、構築形状毎に横断形状を構築する要素が作成できる。 

２）横断形状の中心と中心線形位置が異なる場合にオフセット値により変更できる。 

３）各断面の横断形状に対して地山交点を設定できる。 

４）作成した横断形状を測点毎に画面で確認できる。 

５ 出来形管理箇

所の設定機能 

１）基準高さの管理箇所を設定できる。 

２）幅員の管理箇所を設定できる。 

３）法長さの管理箇所を設定できる。 

６ 交換データの

入出力機能 

１）番号１～５で作成した基本設計データを、別紙－４「出来形管理用ＴＳ等光波方式

技術に用いる施工管理データの機器間データ交換の機能と要件」に準拠したデータ形

式で出力することができる。また、基本設計データ作成ソフトウェアを用いて作成さ

れた基本設計データを読込み、番号１～５の機能にて編集できる。 

２）読み込まれた施工管理データのうち出来形計測データが参照しているデータは編集

できてはならない。 

 



  別紙－６  

 
出来形帳票作成ソフトウェアの機能と要件 

番号 機 能 要  件 

１ 施工管理データ

の読込み機能 

１）出来形管理用ＴＳから出力される出来形計測結果を含む施工管理データを読込

むことができる。 

２）読み込まれた施工管理データに含まれる基本設計データや出来形計測データは

編集できてはならない。 

２ 出来形計測点デ

ータの管理機能 

１） 出来形管理資料を作成するための出来形計測データを選択できる。 

２） 出来形計測データと出来形管理箇所の対比を行うために計測点データの構成点

コードを修正することができる。 

３）帳票作成に利用する計測点の位置を確認できる。 

４）出来形計測データは編集できてはならない。 

３ 出来形帳票作成

機能 

１）出来形管理資料について、「土木工事施工管理基準」を適用する請負工事に用い

る帳票様式に準ずる帳票を作成できる。帳票様式は、出来形管理図表（同施工管

理基準における様式 2-1）を対象とする。 

２）計測値と出来形管理箇所を関連付け、基準高、幅、法長、高さ、厚さ、延長を

算出できる。 

３）監督職員及び検査職員の立会結果を、施工管理結果と区別して表示できる。 

４）作成した帳票及び施工管理データを電子データで出力できる。 

５）その他手法による計測値を明確に区分けできる。 

６）出力した帳票は編集できてはならない。 

 



  別紙－７  

 
出来形管理用ＴＳ等光波方式の機能と要件 

番号 機 能 要  件 

１ 施工管理データの

読込機能 

１）施工管理データとして、別紙－４出来形管理用ＴＳ技術に用いる施工管理データ

の機器間データ交換の機能と要件（以下、「施工管理データ交換機能要件」という。）

に準拠したデータの入力ができる。 

２）読み込まれた施工管理データに含まれる基本設計データや出来形計測データは編

集できてはならない。 

２ ＴＳの器械位置算

出機能 

１）ＴＳを工事基準点上に設置し、器械位置を算出できる。 

２）後方交会法により器械位置を算出できる。ただし、ＴＳと利用する工事基準点の

夾角が 30～150°以内の制限を超える場合は、警告を表示し、器械位置を算出でき

てはならない。 

３）器械設置後に、計測機器の情報として設置方法及び設置完了時刻等を登録できる。 

３ 線形データの切替

え選択機能 

１）データ読込み後、画面上に線形名一覧が表示され、選択ができる。 

２）ＴＳの設置後に線形を切替えた場合、ＴＳが認識しているＴＳの器械位置がリセ

ットされない。 

４ 基本設計データの

確認機能 

１）平面線形データ確認機能 

① 平面線形の幾何形状を構成する要素の全ての数値を確認できる。 

② ソフトウェアが算出した全測点の測点番号・平面座標値（X,Y）・接線方向角（中

間点計算書成果の一部）を確認できる。 

２）縦断線形データ確認機能 

① 縦断線形の幾何形状を構成する要素の全ての数値が確認できる。 

② 縦断線形が画面に再現できる。（線形全体が一画面に表示され且つ、表示画面の

拡大・縮小表示、移動が行えること。） 

③ ソフトウェアが算出した全測点の測点番号・計画高を確認できる。 

３）横断面データ確認機能 

① 設計された横断面の測点名が一覧表で確認できる。 

② 上記測点の横断形状を構成する幾何要素が確認できる。 

③ 上記測点の横断形状を画面に再現できる。（ひとつの断面形状全体が一画面に表

示され且つ、表示画面の拡大・縮小表示、移動が行えること。） 

５ ＴＳとの通信設定

確認機能 

１）接続するＴＳとのデータ通信に関する良否を確認できる。（ただし、ＴＳ一体型の

場合は不要。） 

２）ＴＳの計測条件設定（温度補正の入切り・プリズム定数の設定等）を確認できる。 

６ 任意点での出来形

管理機能 

１）計測値の座標から平面線形に直交する垂線を求め、平面線形の起点からの累加距

離をもとに測点を算出、表示できる。（断面抽出） 

２）１）で算出した測点の横断形状において計測値の CL 離れ距離と当該横断形状の

CL 離れ距離での標高差（横断形状と計測値の鉛直方向の差）、標高値を算出できる。 

３）基本設計データから、１）で算出した測点の横断形状を算出し画面表示できる。 

４）計測者が指定した横断形状の構成点の設計値と計測値（CL 離れ距離､標高）とそ

の差（CL 離れ距離差､標高差）を画面表示できる。 

５）計測値や比較している横断形状の構成点がどの位置かを画面上に表示できる。 

６）計測対象のプリズム高さを計測時及び計測結果の記録時に表示できる。 

７ 管理断面での出来

形管理機能 

１）管理断面名、構築形状、出来形管理箇所（中心や法肩等）を画面で選択し、被計

測点へプリズムを誘導する機能。計測位置が指定した管理断面の近傍にない場合は、

管理断面までの距離の表示ができる。 

２）管理断面名、構築形状、出来形管理箇所、出来形管理の計測項目（法長、幅員、



番号 機 能 要  件 

基準高等）を画面上で選択し、計測できる。 

３）計測対象のプリズム高さを計測時及び計測結果の記録時に表示できる。 

４）計測値を出来形管理箇所と関連付け、法長、幅、基準高を算出できる。 

５）出来形管理の計測項目の設計値と比較し、その差を示すことができる。 

① １点の計測で判定できるもの(基準高等)の場合は、高さ判定を行う。 

② ２点の計測で判定できるもの(法長、幅等)の場合は、計測点と対象部位(辺)を構

成するもう一点が取得済みであるかを表示し、取得済みの時は長さの判定を行う。 

６）管理断面に対して直角方向に±10cm 以上離れた計測値は、出来形計測データとし

て記録できてはならない。 

８ 延長の管理機能 １） 計測値を管理箇所と関連付け、管理箇所となっている延長を計測し、算出できる。 

９ 計測距離制限機能 １）ＴＳの器械設置あるいは出来形計測前に、利用するＴＳ本体の級別を入力できる。

ただし、器械設置あるいは出来形計測前に入力した級別は、新たに器械設置するま

でその級別を保持しなければならない。 

２）ＴＳから被計測点までの斜距離が制限距離を超える場合には、ＴＳの器械位置算

出及び出来形計測データの登録ができてはならない。ただし、ＴＳを工事基準点上

に設置し、方向角を取得して器械位置を算出する場合は、この制限は適用しなくて

良い。 

３）ＴＳから被計測点までの斜距離が制限距離を超える場合に、制限距離以上である

ためＴＳの器械位置算出及び出来形計測データの登録ができないことを知らせるこ

とができる。 

10 出来形計測データ

の登録機能 

１）出来形計測点の出来形管理箇所を横断図上に表示できる。出来形計測を行った測

点の横断形状上に出来形管理箇所が表示できる。 

２）出来形計測点の出来形管理箇所を登録できる。 

① 管理断面の場合は、番号７ ２）で計測前あるいは登録時に選択した出来形管

理箇所が登録できる。 

② 管理断面以外の場合、横断形状上に表示された出来形管理箇所を参照し登録で

きる。 

３）計測点の種別を登録できる。 

４）計測機器の設置情報を登録できる。 

５）登録した出来形計測データは編集できてはならない。 

11 出来形計測データ

の取得漏れ確認機

能 

１）横断形状と出来形計測データの取得状況（取得済あるいは未取得）を表示できる。 

① 横断形状の全体が一画面に表示されること。 

② 表示画面の拡大・縮小表示、移動が行えること。 

③ 計測漏れの有無を管理断面毎に判定し、結果を画面表示すること。 

２）計測漏れの存在する管理断面名リストを一覧表示できる。 

３）計測漏れの存在する場合は、２）の画面から計測点を選択し、番号７の管理断面

での出来形管理機能により出来形計測が実施できる。 

12 監督・検査現場立

会い確認機能 

１）番号 11 の画面表示上から施工管理として計測済みの点を選択し、ＴＳ設置位置か

らの逆打ち誘導画面を表示できる。 

２）計測済み点と立会い確認時の計測点の高さの差を表示できる。 

３）番号６及び７に示す出来形管理ができる。 

４）監督・検査データであることを識別し、計測点の種別を登録できる。 

13 施工管理データの

書出し機能 

１）「施工管理データ交換機能要件」に沿ったデータを手作業による修正等の作業無く

容易に出力できる。 

２）出来形計測データのファイル名を任意で付けられる。 

 



 

 

 

ＩＣＴ地盤改良機の機能、要件及び設定 

（１）地盤改良工（表層安定処理等、固結工（中層混合処理）） 

番号 機 能 要件 

１ 撹拌判定・表

示機能 

１）「『撹拌装置の有効な撹拌範囲』が、各管理ブロックの底面の四隅の点全てを１回

以上通過した場合に当該管理ブロックが撹拌された」と判定する機能。また、管理ブ

ロックサイズを10cm以下にした場合については、「『攪拌装置の有効な攪拌範囲』

が、各管理ブロックの底面の四隅の点のうち１点以上通過した場合に当該管理ブロッ

クが攪拌された」と判定する機能。 

２）上記の機能で撹拌されたと判定された管理ブロックを、車載モニターに表示する機

能。 

２ 改良材注入量

等計測・表示

機能 

１）区画割ごとに累積の改良材注入量及び攪拌回数を車載モニターに表示するとともに

記録する機能。 

 

３ 施工範囲の分

割機能 

１）施工範囲を地盤改良設計データで指定される管理ブロックに分割し、車載モニター

に表示する機能。 

４ 撹拌装置サイ

ズ設定機能 

１）使用する撹拌装置の幅及び奥行きに応じて『撹拌装置の有効な撹拌範囲』を任意に

設定できる機能。 

５ システムの起

動とデータ取

得切替機能 

１）データの取得・非取得を施工中適宜切り替えることが出来る機能。 

 

６ 施工完了範囲

の判定・表示

機能 

１）受注者が定める管理ブロックごとの施工管理値（改良材注入量・撹拌回数等）を施

工中リアルタイムで車載モニターに表示し、これをオペレータが確認しながら施工で

きる機能。モニターへの表示方法については受注者の任意とする。 

７ 出来形管理資

料作成機能

（施工時の写

真撮影を省略

する場合） 

１）ＩＣＴ地盤改良機械から取得する施工履歴データを用いて、出来形管理資料を作成

する機能 

８ ＩＣＴ地盤改

良機械の設定 

１）施工範囲の設定 

ＩＣＴ地盤改良機械に地盤改良設計データを入力し、施工範囲が車載モニターに正しく

平面図表示されていることを確認する。 

２）管理ブロックごとの管理値の設定 

所要の撹拌回数及び改良材注入量は、従来と同様に受注者の提案する管理値を監督職員

の承諾のもと設定する。 

３）撹拌装置の幅・奥行き・深さの設定 

撹拌幅・奥行き・深さは、使用する撹拌装置の、実際に撹拌翼が通過する範囲の幅・奥

行き・深さのことである。トレンチャ式の場合は、トレンチャの刃が通過する領域の

幅・奥行き・深さが、ロータリー式を使用する場合は、撹拌翼の幅・奥行き（回転直

径）・深さ（回転直径）が、幅・奥行き・深さになる。実際に使用する撹拌装置の

幅・奥行き・深さを実測し、システムに入力する。 

 

別紙－８ 



 

（２）地盤改良工（固結工（スラリー撹拌工）） 

番号 機 能 要件 

１ 
撹拌装置位置

データによる

撹拌判定・表

示機能 

１）施工完了の判定を以下の基準に従って行える機能。 

各改良箇所において、施工開始時の杭芯位置と、設計上の杭芯位置とのずれがｘ,ｙ各成

分について杭径Ｄの８分の１（Ｄ／８）以内であり、かつ設計上の深度（又は最深部

の標 高）以深に撹拌翼先端が達した場合、当該改良体を施工済みと判定する。ただ

し、着底管 理の場合は、従来どおりの着底判断基準を用いる。 

２）施工済み範囲の表示方法：平面図上に図示した改良範囲に改良完了を示し、着色し

て表示できる機能。 

３）複数の回転軸がある場合、各回転軸の中心で設計の杭芯位置（ｘ,ｙ）に対する差

（Δｘ, Δｙ）を管理できる機能。 

４）以下、①～②に示す数値を改良体の天端高として自動記録又はオペレータの操作に

よりcm単位で記録する機能。 

①貫入吐出の工法の場合：撹拌装置貫入時、空打ち部を経てスラリー吐出を伴う攪拌

混合を開始する時点の吐出口の深度（Ｈ）又は標高（ｚ） 

②引抜き吐出の工法の場合：改良体天端付近でスラリー吐出を伴う攪拌混合を終了す

る時点の吐出口の深度（Ｈ）又は標高（ｚ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 撹拌判定・表示機能 

（出典：３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）（令和５年３月）P8-22） 

２ 改良材吐出量

等計測・表示

機能 

１）改良体ごとに累積又は深度１ｍ当たりの改良材吐出量及び攪拌回数を車載モニター

に表示するとともに記録する機能。 

３ 杭径設定機能 １）使用する撹拌装置の径に応じて『撹拌装置の有効な撹拌範囲』を任意に設定できる

機能。 

４ 施工完了範囲

の判定・表示

機能 

１）受注者が定める施工管理値（改良材吐出量・撹拌回数等）を施工中リアルタイムで

車載モニターに表示し、これをオペレータが確認しながら施工できる機能。モニター

への表示方法については受注者の任意とする。 

５ 出来形管理資

料作成機能 

１）ＩＣＴ地盤改良機械より取得する施工履歴データを用いて、出来形管理資料を作成

する機能。 

６ ＩＣＴ地盤改

良機械の設定 

 

１）施工箇所の設定 

ＩＣＴ地盤改良機械に地盤改良設計データを入力し、改良体の配置と改良体番号が車載

モニターに正しく平面図表示されていることを確認するとともに、改良体番号で指定

した任意の改良体が、平面図上の正しい位置に表示されることを確認する。 

２）施工管理値の設定 



 

所要の撹拌回数及び改良材吐出量は、受注者の提案する管理値を監督職員の承諾のもと

設定 する。 

３）施工管理値の設定 

使用する撹拌装置の径を実測し、ＩＣＴ地盤改良機械に入力する。 

 



 

 

 

地盤改良設計データ作成ソフトウェアの機能と要件 

 

 （１）地盤改良工（表層安定処理等、固結工（中層混合処理）） 

番号 機 能 要件 

１ 地盤改良設計

データの入力

機能 

１）座標系の選択機能 

地盤改良設計データの座標系を選択する機能。 

 

２）管理ブロックサイズ入力機能 

地盤改良範囲の平面的な位置を表すために、施工範囲全体を区画割に分割し、各区画割

をさらに長方形、正方形の領域（管理ブロックとよぶ）に分割する機能。また、分割され

た領域に対して地盤改良を行う範囲を指定する機能。分割する格子の幅・奥行きのサイズ

（以下「管理ブロックサイズ」という）は、撹拌装置の幅と奥行きのサイズよりも小さい

任意のサイズに設定することとし、ソフトウェアにはこの設定機能も必要である。 

３）地盤改良範囲の入力機能 

設計図面に示される地盤改良範囲（平面位置・改良範囲下端の深度（Ｈ）又は標高）を

入力できる機能。 

２  地盤改良設計

データの出力

機能 

１）上記１で作成した地盤改良設計データを使用するソフトウェアのオリジナルデータ等

で出力する機能。 

 

 

（２）地盤改良工（固結工（スラリー撹拌工）） 

番号 機 能 要件 

１ 地盤改良設計

データの入力

機能 

１）座標系の選択機能 

地盤改良設計データの座標系を選択する機能。 

２）地盤改良設計データの入力機能 

設計図書等に基づき、地盤改良設計データをＩＣＴ地盤改良機に入力する機能。撹拌装

置の回転軸が複数である場合、杭芯位置は各軸について入力できること。 

２ 地盤改良設計

データの出力

機能 

１)上記１で作成した地盤改良設計データを監督職員が可読であるＣＳＶデータで出力す

る機能。もしくは、地盤改良計測データを監督職員が読み取ることが可能なソフトの

提出。 
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出来形帳票作成ソフトウェア（地盤改良工）の機能と要件 

 

（１）地盤改良工（表層安定処理等、固結工（中層混合処理）） 

番号 機 能 要件 

１ 施工が完了し

た範囲の出力

機能 

１）地盤改良設計データと施工履歴データを用いて、所要の撹拌回数・改良材注入量を

満足して施工が完了した範囲を区画図に出力する。 

２ 出来形管理資

料の出力機能 

 

１）「第４ 出来形管理資料の作成」に例示した出来形管理資料（全体改良範囲図、施

工管理図又は施工管理データグラフ）を参考に出来形管理資料を出力する。 

２）地盤改良設計データで規定された地盤改良範囲の個々の区画割に対して、撹拌回数

及び改良材注入量が規定値を満足していることを確認できる出来形管理資料を出力す

る。 

 

 

（２）地盤改良工（固結工（スラリー撹拌工））） 

番号 機 能 要件 

１ 施工が完了し

た範囲の出力

機能 

１）地盤改良設計データと施工履歴データを用いて、所要の撹拌回数（軸回転数又は羽

根切り回数）・改良材吐出量を満足して施工が完了した改良体の位置を全体改良範囲

図に着色して表示する。 

 

２ 出来形管理資

料の出力機能 

 

１）「第４ 出来形管理資料の作成」に例示した資料（全体改良範囲図等）を参考に出

来形管理資料を出力する。 

２）地盤改良設計データで規定された個々の改良体に対して、撹拌回数及び改良材吐出

量、深度、改良長が規定値を満足していることを確認できる施工管理データ帳票を出

力・提出し、施工管理及び出来形管理を行う。 
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出来形座標確認ソフトウェアの機能と要件 

   

番号 機 能 要件 

１ ３次元データを読み込む機能 １）作成した３次元設計データを読込んで表示する機能。また、表示機

能には３次元モデルとして回転、移動、拡大と縮小できる機能に加え

て、平面図ビューを含むこととする。 

２ ３次元データを読み込む機能 １）計測した３次元座標データ(単点計測の出来形計測点あるいは多点計

測の点群データから出来形計測箇所を選点した出来形計測点の座標デ

ータ)を読込む機能。 

３ 出来形管理を行った箇所が計

測すべき断面上にあることが

確認できる機能 

１）出来形計測点と３次元設計データを重ねて表示することで出来形計

測箇所の適否が確認できる機能。 
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積上げ積算方式（歩掛）対応工種に係る積算方法 

歩掛は、見積りを徴取し積算することを基本とするが、以下参考歩掛によることも可とする。なお、参考歩掛による場

合は、実態調査（歩掛調査）を実施し、現場条件が異なること等により乖離が生じる場合は、契約変更により対応するこ

ととする。 

 また、発注者の指示により歩掛調査等を実施する場合には、受注者は協力しなければならない。 

 

ほ場整備整地工【情報化施工】［参考歩掛］ 

１．適用範囲 

本歩掛は、計画平均区画面積が 0.3ha 以上の水田のほ場整備工事を情報化施工により行う場合に適用する。ただし、

現況地形の平均勾配が１／10を超える急傾斜地及び極端に扱い土量の少ない平坦地の場合（現況水田の高低差が±10cm

程度以下）には適用しない。 

また、工事の内容及び条件等が本歩掛に示されている適用条件により難い場合は、適正と認められる実績又は資料に

よるものとし、以下の条件等の場合は、適用範囲外とする。 

・軟弱地盤で仮排水路等の排水処理を実施しても超湿地ブルドーザや超々湿地ブルドーザを使用する必要

がある場合。 

・区画面積や搬入路が狭小でブルドーザの施工が困難な場合。 

 

１－１ 本歩掛におけるほ場整備面積とは、出来上りの作付面積（水張り面積）に畦畔面積を加えたものをいい、道路

敷地、水路敷地は含まない。なお、本歩掛における均平工法は、乾土均平又は湛水均平とし均平度は±5cm を標

準とする。 

１－２ 本歩掛で算定する運転時間は、次のとおりである。 

１－２－１ 表土はぎ取り及び表土戻しに要する時間 

１－２－２ 基盤切盛に要する時間 

１－２－３ 整地工に要する時間（表土整地、基盤整地） 

１－２－４ 畦畔築立に要する時間（畦畔用土の盛土及び転圧） 

１－２－５ 道路用土の集積、旧排水路の埋戻し、用排水路掘削の残土整地に要する時間 

１－２－６ ブルドーザで作業可能なコンクリート塊、再利用しない石積み等通常の障害物除去に要する時間 

１－３ 本歩掛には、次の作業は含まれていないため、必要な場合は別途計上する。 

１－３－１ 用排水路掘削に使用するバックホウ等の運転時間 

１－３－２ 客土及び道路用土等の地区外からの搬入、地区内からの搬出 

１－３－３ 畑地の移設、クリーク等の埋立て等、大規模な扱い土量のある場合 

１－３－４ 道路用土のまき出し転圧 

１－３－５ 湧水及び湿地帯等の仮排水路の掘削作業 

１－３－６ 畦畔築立の法面仕上げ 

１－３－７ 面的な抜排根(樹園地等) 

１－３－８ ブルドーザによる運土が困難で積込みから運搬（不整地運搬車、ダンプトラック等）まで

の作業を別に行う必要がある場合には、その積込み運搬作業 

 

２．施工概要 

施工フローは、次図を標準とする。 

 

表
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３．機種の選定 

施工機械は、ICT 施工対応型ブルドーザ排出ガス対策型（2014 年規制）湿地通称７t 級及び ICT 施工対応型バックホ

ウ（クローラ型）排出ガス対策型（2014 年規制）バケット容量 0.80ｍ３を標準とする。 

 

４．施工歩掛 

４－１ 運転時間等算定基準（標準機種による１ha 当たり運転時間） 

ブルドーザ及びバックホウの運転時間は、次により算出する（時間は小数点以下第２位を四捨五入して第１位まで

算出する。）。 
４－１－１ ブルドーザの運転時間（ＴＤ） 

    ブルドーザの運転時間は、次の算定式によって求める。 

（１）表土扱いを行わない場合の運転時間（ＴＤａ） 

   ＴＤａ＝ｔ４＋ｔ５＋ｔ６（hr／ha） 

（２）表土扱いをはぎ取り戻し工法で行う場合の運転時間（ＴＤｃ） 

   ＴＤｃ＝ｔ１＋ｔ２＋ｔ３＋ｔ４＋ｔ５＋ｔ６（hr／ha） 

ｔ１：はぎ取り戻し工法で表土をはぎ取る時間（hr／ha） 

ｔ１＝3.5Ａ＋138.1Ｂ＋9.6Ｄ＋1.0Ｆ－1.3 

ｔ２：はぎ取り戻し工法で表土戻しを行う時間（hr／ha） 

ｔ２＝6.9Ａ＋0.4Ｆ＋6.7 

ｔ３：はぎ取り戻し工法で表土整地を行う時間（hr／ha） 

ｔ３＝－4.8Ａ＋14.4 

ｔ４：基盤切盛を行う時間（hr／ha） 

ｔ４＝1477.7Ａ×Ｂ＋3.5Ⅽ＋10.3 

ｔ５：畦畔築立を行う時間（hr／ha） 

ｔ５＝－2.5Ａ＋1.7Ｅ＋3.8 

ｔ６：基盤整地を行う時間（hr／ha） 

ｔ６＝－4.7Ａ＋0.1Ｅ＋14.1 

Ａ：計画平均区画面積（ha） 

Ａ＝対象地区の区画面積計／区画（筆）数 

Ｂ：計画区画短辺方向の現況平均勾配 

Ｂ＝勾配（例１／200→0.005） 

Ｃ：現況排水状況 

Ｃ＝ａ＋2×ｂ＋3×ｃ 

 ａ＝乾田面積率（０≦ａ≦１） 

 ｂ＝半湿田面積率（０≦ｂ≦１） 

 ｃ＝湿田面積率（０≦ｃ≦１） 

 例 乾田面積率（ａ）＝乾田面積÷全体面積（乾田＋半湿田＋湿田） 

表 4．1 現況排水状況の参考 

区 分 内  容 

湿  田 非かんがい期でも作土が水で飽和し、裏作のできないような水田 

半 湿 田 乾田と湿田の中間にあり、高うねにすれば裏作ができるような水田 

乾  田 非かんがい期に作土の土壌水分が畑地と同程度になる水田 

（注） 半湿田：非かんがい期の地下水位が 0.5～1.0ｍ程度 

Ｄ：障害物状況による時間 

表 4．2 障害物状況による時間                 （hr／ha） 

区 分 内  容 
表土扱い（はぎ取り戻し工法）

に係る時間 

少 な い 障害物の状況が普通より少ない 0 

普  通 障害物の状況が普通（一般的）と判断される 0.3 

多  い 障害物の状況が普通よりかなり多い 0.9 

     （注）１．障害物とは、電柱、墓地、国道、県道、河川、宅地等をいう。 



        ２．普通とは、電柱、墓地等の障害物が、［１か所／ha］程度の場合である。 

         Ｅ：基盤土質状態 

          Ｅ＝0（砂・砂質土の場合） 

          Ｅ＝1（粘性土・礫質土の場合） 

         Ｆ：整備前のほ場からはぎ取る表土の厚さ（㎝） 

   ただし、算定式で求めたｔ１からｔ６の各々の値が、２（hr／ha）以下の場合は２（hr／ha）とする。 

 

４－１－２ バックホウの運転時間（ＴＢ） 

    バックホウの運転時間は、次の算定式によって求める。 

 （１）表土扱いを行わない場合の運転時間（ＴＢａ） 

  ＴＢａ＝ｔ４＋ｔ５＋ｔ６（hr／ha） 

 （２）表土扱いをはぎ取り戻し工法で行う場合の運転時間（ＴＢｃ） 

   ＴＢｃ＝ｔ１＋ｔ２＋ｔ３＋ｔ４＋ｔ５＋ｔ６（hr／ha） 

ｔ１：はぎ取り戻し工法で表土をはぎ取る時間（hr／ha） 

 ｔ１＝－3.4Ａ＋3.5Ｄ＋6.6 

ｔ２：はぎ取り戻し工法で表土戻しを行う時間（hr／ha） 

 ｔ２＝－2.5Ａ＋0.01Ｆ＋5.3 

ｔ３：はぎ取り戻し工法で表土整地を行う時間（hr／ha） 

 ｔ３＝－6.3Ａ＋11.8 

ｔ４：基盤切盛を行う時間（hr／ha） 

 ｔ４＝804.7Ａ×Ｂ＋4.3Ｄ＋8.3 

ｔ５：畦畔築立を行う時間（hr／ha） 

 ｔ５＝－15.0Ａ＋22.3 

ｔ６：基盤整地を行う時間（hr／ha） 

 ｔ６＝－34.8Ａ＋38.3 

Ａ：計画平均区画面積（ha） 

          Ａ＝対象地区の区画面積計／区画（筆）数 

Ｂ：計画区画短辺方向の現況平均勾配 

          Ｂ＝勾配（例１／200→0.005） 

Ｄ：障害物状況による時間 

                  表 4．3 障害物状況による時間                   （hr／ha） 

区 分 内  容 
表土扱い（はぎ取り戻

し工法）に係る時間 

基盤切盛に

係る時間 

少 な い 障害物の状況が普通より少ない 0 0 

普 通 障害物の状況が普通（一般的）と判断される 0.3 0.9 

多 い 障害物の状況が普通よりかなり多い 0.9 2.7 

     （注）１．障害物とは、電柱、墓地、国道、県道、河川、宅地等をいう。 

        ２．普通とは、電柱、墓地等の障害物が、［１か所／ha］程度の場合である。 

Ｆ：整備前のほ場からはぎ取る表土の厚さ（㎝） 

  ただし、算定式で求めたｔ１からｔ６の各々の値が、１（hr／ha）以下の場合は１（hr／ha）とする。  

 

４－１－３ ブルドーザの日当たり運転時間（ＴＤＤ） 

    ブルドーザの日当たり運転時間（ＴＤＤ）は、次表を標準とする。 

                        表 4．4 日当たり運転時間        （１日当たり） 

日当たり運転時間 単位 数量 

ブルドーザ ｈ 6.5 

 

 ４－２ 労務歩掛 

表土整地及び基盤整地の労務歩掛は、次表を標準とする。 



なお、普通作業員は、隅部の整地等の機械作業の補助、雑物除去及び軽微な仮排水（水切り）の作業に係る労務で

ある。 

                     表 4．5 労務歩掛            （人／ha） 

作 業 内 容 世話役（ＴＲ１ ） 普通作業員（ＴＲ２ ） 

表 土 は ぎ 取 り 集 積 0.6 2.1 

表 土 戻 し 0.6 1.9 

表 土 整 地 0.6 1.6 

基 盤 切 盛 0.4 2.3 

基 盤 整 地 0.6 2.0 

畦 畔 築 立 0.6 1.1 

（注）土層改良を目的とする除礫は含まない。 

 

 ４－３ 運転労務 

   ブルドーザ及びバックホウの運転労務は、別途計上する。 

 

 ４－４ 諸雑費 

諸雑費はレーザーマシンの発光器及び受光器の費用であり、労務費、機械損料、機械賃料及び運転経費の合計額に

次表の率を乗じた金額を計上する。 

                 表 4．6 諸雑費率         （％） 

諸雑費率 0.1 

 

 

５．単価表 

  （１）ほ場整備整地工１ha 当たり単価表 

名  称 規  格 単位 数  量 摘  要 

ICT ブルドーザ 

運 転 

湿地・排出ガス対策型 

(2014 年規制)・通称 7t 級 

7～9t 

日 ＴＤICTｄ 

ＴＤICTｈ＝TD×0.5＋TD×   

        0.5/1.2 

ＴＤICTｄ＝ＴＤICTｈ/TDD 

ICT バックホウ 

（クローラ型） 

運 転 

 クレーン機能付き・超低

騒音型・排出ガス対策型 

(2014 年規制)・バケット容

量 0.80ｍ３ 

 吊能力 2.9t 

ｈ ＴＢICTｈ 
ＴＢICTｈ＝TB×0.75＋TB× 

  0.25/1.1 

世 話 役  人 
ＴＲ１×0.41×0.45

＋ＴＲ１×0.59 
表 4．5 

普 通 作 業 員  人 
ＴＲ２×0.41×0.45

＋ＴＲ２×0.59 
表 4．5 

諸 雑 費  式 1 表 4．6 

計     

（注）１ 単価表に用いる数量について 

 ブルドーザ及びバックホウの運転時間並びに補助労務の算定に当たっては、「４．施工歩掛」より必要な

作業を項目ごとに算定し、次表を参考に組合せて算出する。 

 

     （１）－１ 工法・作業別組合せ                         （１ha 当たり）  

工  法 作  業 
ブルドーザ運転 

ＴＤ 

バックホウ運転 

ＴＢ 

世話役 

ＴＲ1 

普通作業員 

ＴＲ２ 

はぎ取り戻し工法 

表土はぎ ｔ1 ｔ1 0.6 2.1 

表土戻し ｔ2 ｔ2 0.6 1.9 

表土整地 ｔ3 ｔ3 0.6 1.6 



表土戻し＋表土整地 ｔ2＋ｔ3 ｔ2＋ｔ3 1.2 3.5 

表土はぎ＋表土戻し＋表土整地 ｔ1＋ｔ2＋ｔ3 ｔ1＋ｔ2＋ｔ3 1.8 5.6 

基盤切盛＋畦畔築立 ｔ4＋ｔ5 ｔ4＋ｔ5 1.0 3.4 

基盤整地 ｔ6 ｔ6 0.6 2.0 

基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地 

［表土扱いを行わない場合］ 

ｔ4＋ｔ5＋ｔ6 

（ＴＤａ） 

ｔ4＋ｔ5＋ｔ6 

（ＴＢａ） 
1.6 5.4 

はぎ取り戻し工法（表土はぎ＋表土戻し＋表土整地）

＋基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地 

［表土扱いをはぎ取り戻し工法で行う場合］ 

ｔ1＋ｔ2＋ｔ3 

＋ＴＤａ 

（ＴＤｃ） 

ｔ1＋ｔ2＋ｔ3 

＋ＴＢａ 

（ＴＢｃ） 

3.4 11.0 

 

     ２ 情報化施工技術に係る 1 日当たり作業量（QD）は次による。 

      ＱＤ（BD）＝Ｔ１／ＴＤICTｈ 

        ＱＤ（BD）：ブルドーザの情報化施工技術における 1 日当たり作業量（ha／日） 

        Ｔ１   ：１日当たり運転時間（6.5h） 

        ＴＤICTｈ ：1ha 当たりの情報化施工技術におけるブルドーザ運転時間（hr／ha） 

      ＱＤ（BH）＝Ｔ２／ＴＢICTｈ 

        ＱＤ（BH）：バックホウの情報化施工技術における 1 日当たり作業量（ha／日） 

        Ｔ２   ：１日当たり運転時間（機械損料算定表（３）欄／（４）欄） 

        ＴＢICTｈ ：1ha 当たりの情報化施工技術におけるバックホウ運転時間（hr／ha） 

      ＱＤ＝上記「ＱＤ（BD）」と「ＱＤ（BH）」のいずれか小さい方 

     ３ ICT 建設機械経費については、別途計上する。 

 

  （２）機械運転単価表 

機 械 名 規  格 適用単価表 指 定 事 項 

ICT ブルドーザ 
湿地・排出ガス対策型(2014年

規制)・通称 7t 級 7～9t 
機－28 

運転労務費  →1.00 

燃料消費量  → 62 

機械賃料数量 →2.18 

ICT バックホウ 

(クローラ型) 

 クレーン機能付き・超低騒音

型・排出ガス対策型(2014 年規

制)・バケット容量 0.80ｍ３  

吊能力 2.9t 

機－１ ※ 

     ※ (1) 機械運転労務歩掛は、「土地改良事業等請負工事機械経費算定基準第 7.2」による。 

       (2) 主燃料の種類及び数量、油脂類は、「土地改良事業等請負工事機械経費算定基準第７」による。 
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